
２０２５年４月１０日 

株式会社京葉銀行 

 
 

米国関税措置等に伴う「金融相談窓口」の設置のお知らせ 
 
 
 
株式会社 京葉銀行（頭取 熊谷 俊行）は、米国関税措置により事業活動等に直接的・     

間接的な影響を受けられた皆さまをご支援するため、２０２５年４月１０日（木）より、    

「金融相談窓口」を設置しましたのでお知らせいたします。 

 

 

【金融相談窓口の概要】 

設 置 日 ２０２５年４月１０日（木） 

設 置 場 所 各営業店（※１） 

相 談 受 付 時 間 平日 ９：００～１５：００（銀行休業日除く）（※２） 

対象のお客さま 中小企業および個人事業主のお客さま 

相 談 受 付 内 容 事業者向け融資、資金繰りに関するご相談等 

※１ 一部の営業店ではＷｅｂを利用したリモート相談となります。 

※２ 一部の営業店で窓口休業時間を設けております。詳細は当行ＨＰでご確認ください。 

 
 
                                        以 上 


